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B

リ
ヒ
タ
ー
著

『
原
子
力
発
電
所
の

　
　
バ
ッ
ク
フ
ィ
テ
ィ
ン
グ
』

ω
　
原
子
力
発
電
所
の
建
設
許
可
を
得
て
建
設
中
の
発
電
所
施
設
に
対
し

　
　
　
や
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヨ
　
　
セ
　
　
ヘ
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ち
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ち

て
、
右
許
可
後
に
変
更
さ
れ
た
新
た
な
（
加
重
さ
れ
た
）
安
全
性
基
準
を

適
用
す
る
乞
零
霞
富
ε
凝
（
バ
ッ
ク
・
フ
ィ
テ
ィ
ン
グ
）
の
問
題
は
西
ド
イ

ッ
に
お
い
て
判
例
・
学
説
の
蓄
積
が
あ
る
が
、
運
転
中
の
発
電
所
へ
の

乞
8
ぼ
富
一
琶
領
に
関
し
て
は
、
殆
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
．
著
者

田
。
辟
零
氏
は
、
本
書
に
お
い
て
、
ま
さ
に
後
者
に
論
点
を
限
定
し
て
議

論
を
展
開
し
て
い
る
。
本
書
は
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
大
学
い
爵
雷
教
授
の



紹介と批評

下
に
提
出
さ
れ
た
学
位
論
文
で
あ
り
、
著
者
の
現
職
は
、
弁
護
士
で
あ
る
。

㈲
　
本
書
は
、
索
引
を
含
め
全
体
一
六
一
頁
で
、
A
・
序
言
、
B
・
後
発

付
款
Z
8
算
吋
品
浮
ぎ
》
島
品
曾
　
（
撃
㌣
。
。
①
）
、
C
・
後
発
付
款
と
補

償
（
oQ
¢
。
。
ア
§
、
D
・
変
更
許
可
（
oo
ψ
り
9
一
8
）
の
四
部
か
ら
成
る
。

　
運
転
中
の
発
電
所
へ
の
Z
舘
ぼ
冨
言
轟
は
、
西
ド
イ
ッ
原
子
力
法
上
、

後
発
付
款
（
伽
嵩
≧
O
）
と
変
更
認
可
（
伽
刈
一
＞
§
の
二
つ
の
途
が
あ

る
。
ち
な
み
に
日
本
の
原
子
炉
等
規
制
法
に
は
、
変
更
許
可
（
二
六
条
）

と
当
初
許
可
時
の
付
款
（
六
二
条
）
は
あ
る
が
、
後
発
付
款
な
い
し
後
発

負
担
と
い
う
概
念
は
存
在
し
な
い
。
著
者
に
よ
る
と
、
西
ド
イ
ッ
の
行
政

実
務
で
は
、
新
し
い
基
準
の
内
容
が
本
質
的
な
変
更
毒
器
暮
浮
ぎ

》
邑
。
鐸
夷
の
と
き
は
変
更
許
可
（
鷲
一
＞
5
）
、
本
質
的
で
な
い
が
重

要
な
変
更
の
と
き
は
行
政
庁
の
同
意
N
参
菖
謹
鍔
暮
㎎
、
よ
り
軽
い
変
更

の
と
ぎ
は
届
出
に
よ
り
、
バ
ヅ
ク
フ
ィ
ト
が
な
さ
れ
て
い
る
ら
し
い

（
¢
一
8
ご
が
、
後
発
付
款
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
著
者
は

言
及
し
て
い
な
い
。

　
原
発
の
許
可
要
件
で
あ
る
「
設
置
と
運
転
に
よ
る
損
害
に
対
し
、
科
学

及
び
技
術
の
水
準
ω
鼠
＆
〈
舅
≦
蕾
撃
零
富
津
暮
α
目
9
ぎ
涛
に
照
ら

し
て
必
要
な
配
慮
＜
。
毎
。
韻
①
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
」
（
伽
刈
目
N
肖
ω

≧
Q
）
の
解
釈
適
用
に
際
し
て
、
「
〔
現
実
的
〕
危
険
防
止
9
誉
専
§
＆
§
－

鳶
」
と
「
リ
ス
ク
配
慮
遵
。
。
き
8
。
蕊
ミ
鷺
」
と
を
分
け
ね
ば
な
ら
ぬ
．
前

者
は
、
許
可
に
際
し
て
の
〔
積
極
〕
要
件
で
、
原
子
力
法
の
「
〔
安
全
性

確
保
と
い
う
〕
保
護
目
的
の
9
暮
N
署
9
ざ
（
惚
曽
痛
』
＞
る
）
を
具
体

化
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
後
者
は
、
拒
否
処
分
の
と
き
の
〔
消
極
的
〕
理

由
に
し
か
な
ら
ず
、
技
術
的
現
実
可
能
性
や
比
例
原
則
か
ら
、
個
別
処
分

に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
て
い
く
も
の
に
と
ど
ま
る
（
雛
3
S
。
行
政

庁
が
後
発
付
款
（
負
担
）
を
課
す
る
と
き
の
、
事
業
者
の
信
頼
保
護

瀬
暮
憩
駐
3
暮
N
は
、
「
危
険
防
止
」
に
は
働
か
ぬ
．
何
故
な
ら
、
安
全
性

保
護
目
的
は
、
開
発
促
進
目
的
に
優
先
す
る
か
ら
で
あ
る
（
ψ
9
h
）
．

他
方
、
リ
ス
ク
困
巴
ぎ
は
．
社
会
的
に
受
容
さ
れ
た
負
担
こ麿
。
N
芭
呂
平

馨
鋒
。
r
器
8
昌
で
あ
る
た
め
、
当
初
許
可
時
の
「
リ
ス
ク
配
慮
」
の
変
更

に
は
、
信
頼
保
護
が
働
く
と
い
う
の
で
あ
る
（
撃
寅
繋
）
。
後
発
負
担

の
原
因
と
し
て
、
「
科
学
及
び
技
術
の
水
準
」
の
変
化
と
「
施
設
の
周
囲

の
〔
状
況
〕
q
目
o
q
。
言
眞
α
零
＞
巳
品
①
」
変
化
は
、
事
実
関
係
の
変
更

と
し
て
、
認
め
ら
れ
る
が
、
「
行
政
庁
の
安
全
性
哲
学
の
変
更
＞
＆
霞
暮
㎎

島
霞
訂
ま
昌
零
ぎ
聾
9
霞
プ
Φ
富
嘗
ま
ω
0
9
す
の
み
に
よ
っ
て
は
、
後
発

負
担
を
課
し
え
な
い
（
撃
刈
？
。
。
一
）
。
以
上
が
、
本
書
B
の
部
分
の
概
要

で
あ
る
。

　
右
の
後
発
付
款
（
負
担
）
の
際
の
補
償
の
要
否
に
つ
き
、
事
業
者
に
帰

責
事
由
の
あ
る
と
き
（
雀
。
。
目
曽
第
一
旨
山
⑲
）
の
ほ
か
、
「
後
発
的
に
発

生
し
た
－
・
高
い
危
険
」
に
よ
る
と
き
も
、
補
償
対
象
外
と
規
定
さ
れ
て

い
る
（
伽
一
。
。
目
N
篤
ω
，
目
）
．
著
者
は
、
「
科
学
及
び
技
術
の
水
準
」
の

変
化
に
よ
る
と
き
は
、
事
業
者
の
経
済
的
リ
ス
ク
の
問
題
で
あ
っ
て
、
安

全
性
が
優
先
す
る
の
で
、
補
償
さ
れ
ず
（
惚
・
。
目
N
強
。
。
）
、
サ
イ
ト
の
周

囲
の
変
化
に
よ
る
と
き
は
、
〔
都
市
計
画
な
い
し
建
設
〕
行
政
庁
の
見
解

の
変
化
に
他
な
ら
ぬ
の
で
補
償
さ
れ
（
惚
。
。
H
）
、
行
政
庁
の
安
全
性
哲
学
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の
変
更
に
よ
る
と
き
は
、
そ
も
そ
も
後
発
負
担
が
許
さ
れ
な
い
（
B
で
既

述
）
が
、
補
償
対
象
に
は
な
る
と
解
し
て
い
る
（
撃
。。
㌣
8
8
h
）
。

　
次
に
、
「
施
設
又
は
運
転
が
本
質
的
に
変
わ
っ
た
」
時
に
、
事
業
者
の

申
請
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
変
更
許
可
（
総
同
＞
5
）
に
関
し
て
は
、
本

質
的
変
化
≦
。
器
暮
ま
ぎ
》
民
①
匿
罐
と
の
要
件
が
問
題
に
な
る
。
著
者

は
、
当
該
変
更
が
、
リ
ス
ク
の
拡
大
霊
。。
ざ
①
旨
α
ど
農
a
震
蜜
¢
穿
？

〈
①
韻
ま
腕
霧
琶
。
q
を
も
た
ら
す
時
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、

原
子
力
法
手
続
令
四
条
の
公
示
〔
さ
ら
に
市
民
参
加
〕
対
象
の
規
定
に
明

定
さ
れ
て
い
る
　
（
総
目
N
5
ゲ
9
＞
受
宅
）
と
す
る
（
の
¢
一
8
し
§
。

　
先
の
（
行
政
庁
の
）
後
発
付
款
（
負
担
）
と
，
（
申
請
に
よ
る
）
変
更
認
可

と
の
関
係
に
つ
き
、
著
者
は
、
手
続
令
四
条
に
よ
り
、
公
示
さ
ら
に
参
加

が
第
三
者
に
開
か
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
〔
仮
に
後
発
付
款
が
先

行
し
て
も
〕
変
更
許
可
に
よ
る
べ
き
で
、
ま
た
後
発
付
款
で
事
業
者
の
な

す
べ
き
こ
と
の
方
法
卜
詳
β
巳
≦
。
ぎ
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
と
き
も
、

〔
営
業
法
、
イ
ン
ミ
シ
ョ
ン
防
止
法
に
お
け
る
と
同
様
〕
変
更
許
可
が

必
要
だ
が
、
そ
れ
以
外
の
と
き
は
、
後
発
付
款
の
み
で
足
り
る
と
す
る

（
ψ
目
O
）
。

㈹
　
本
書
は
、
極
め
て
論
理
明
快
で
あ
り
、
且
つ
、
原
子
力
法
の
安
全
性

保
護
目
的
ω
9
暮
園
墓
爵
と
促
進
目
的
頴
匡
霞
巨
鴨
≦
8
犀
（
本
書
で
は
．

特
に
、
事
業
者
の
法
的
地
位
や
投
資
へ
の
信
頼
保
護
浮
の
9
昌
器
。
巨
訂
と
し
て
現

わ
れ
る
）
、
第
三
者
の
保
護
と
い
っ
た
諸
利
益
諸
目
的
を
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く

処
理
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
た
だ
、
若
干
の
疑
問
な
い
し
不
満
を
禁

じ
え
な
い
。

　
第
一
に
、
「
危
険
防
止
」
と
「
リ
ス
ク
配
慮
」
と
い
う
分
類
法
に
よ
る

議
論
が
、
補
償
の
要
否
（
C
）
に
直
結
し
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る

点
で
あ
る
。
第
二
に
、
後
発
付
款
に
よ
る
バ
ッ
ク
フ
ィ
ト
の
判
例
は
無
い

と
し
（
ψ
お
国
戸
。
。
㎝
。
）
、
他
方
、
実
務
上
の
処
理
の
仕
方
ー
先
に
引
用

し
た
よ
う
に
、
変
更
許
可
、
同
意
，
届
出
の
三
類
型
1
を
紹
介
す
る

（
¢
一
8
ご
が
、
行
政
実
務
上
の
処
理
の
仕
方
を
、
法
的
に
ど
の
よ
う
に

評
価
す
る
の
か
、
彼
自
身
の
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
第

三
に
．
変
更
許
可
の
要
件
を
、
手
続
令
四
条
と
ド
ッ
キ
ン
グ
さ
せ
た
点

（
幹
一
8
）
は
、
彼
の
言
う
、
第
三
者
保
護
の
観
点
（
¢
一
S
一
蜀
一
唇
か

ら
、
現
実
的
妥
当
性
を
有
す
る
と
し
て
も
、
法
律
解
釈
に
政
令
を
借
用
す

る
の
は
、
逆
立
ち
し
た
議
論
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
四
に
、

後
発
付
款
の
他
、
事
案
に
よ
っ
て
は
、
さ
ら
に
変
更
許
可
を
も
要
す
る
と

い
う
立
論
（
こ
れ
は
営
業
法
、
イ
ン
、
ミ
シ
ョ
ン
防
止
法
に
も
共
通
す
る
が
）
は
、

日
本
人
の
目
か
ら
は
、
屋
上
屋
を
架
す
る
印
象
を
受
け
る
が
．
第
三
者
参

加
の
規
定
と
の
関
係
で
、
止
む
を
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ド
イ
ッ
に
お
け
る
バ
ッ
ク
・
フ
ィ
テ
ィ
ン
グ
の
議
論
が
、
本
書
を
契
機

に
．
さ
ら
に
発
展
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
　
淳
一
郎
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